
議
案
第
39
号

問
　
今
回
の
最
大
1.5
倍
の

利
用
料
金
の
設
定
は
、
今

後
も
こ
の
改
定
率
を
ベ
ー

ス
と
す
る
の
か
。

答
　
1.5
倍
の
数
値
は
近
隣

市
含
め
、
全
国
的
に
判
断

基
準
と
す
る
数
字
で
す
が
、

法
的
な
根
拠
は
あ
り
ま
せ

ん
。
市
民
の
皆
さ
ん
や
利

用
す
る
皆
さ
ん
に
、
急
激

な
負
担
を
強
い
る
の
は
厳

し
く
、
激
変
緩
和
を
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

問
　
減
免
の
基
準
に
つ
い

て
は
、
指
針
で
示
し
た
、

①
は
公
益
的
な
活
動
等
に

使
用
す
る
場
合
②
減
免
上

限
75
％
を
50
％
に
す
る
③

減
免
90
％
を
１
０
０
％
に

す
る
、
こ
の
３
点
を
変
え

議
案
第
43
号

　十
二
坊
温
泉
ゆ
ら
ら
の

管
理
経
費
の
増
加
が
見
込

ま
れ
る
た
め
、
利
用
料
金

を
改
正
す
る
も
の
。

問
　
定
期
券
の
廃
止
の
理

由
は
。

答
　
以
前
の
指
定
管
理
者

の
実
施
事
業
廃
止
に
伴
う

救
済
措
置
で
し
た
が
、
当

時
の
利
用
者
が
65
歳
以
上

に
な
り
、
減
免
の
対
象
者

と
な
る
た
め
廃
止
し
ま
す
。

問
　
施
設
維
持
管
理
費
増

大
の
根
拠
は
。

答
　
老
朽
化
に
よ
る
維
持

管
理
費
用
の
増
大
で
す
。

問
　
近
隣
他
市
町
村
施
設

と
比
較
し
て
使
用
料
は
。

答
　
平
日
８
０
０
円
く
ら

い
が
主
流
で
す
。

議
案
第
44
号

　
高
齢
者
医
療
の
確
保
に

関
す
る
法
律
の
改
正
で
２

割
負
担
の
定
め
が
追
加
さ

れ
、
県
の
条
例
改
正
が
行

わ
れ
て
、
市
の
条
例
中
の

助
成
の
範
囲
に
関
す
る
事

る
だ
け
で
、
平
成
30
年
４

月
１
日
適
用
の
標
準
的
基

準
の
ま
ま
な
の
か
。

答
　
指
針
の
表
記
部
分
に
、

今
回
改
正
さ
れ
る
、
施
設

予
約
シ
ス
テ
ム
の
導
入
と

シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
た
部

分
を
追
記
し
、
減
免
の
基

準
に
つ
い
て
は
指
針
に
準

じ
ま
す
。全

員
賛
成
で
可
決

議
案
第
40
号

問
　
公
選
法
の
施
行
令
の

改
正
に
伴
う
改
正
だ
が
、

施
行
令
が
改
正
さ
れ
れ
ば
、

地
方
自
治
体
で
あ
る
市
の

条
例
も
改
正
が
必
要
な
の

か
。

答
　
国
の
法
律
が
改
正
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ

に
準
じ
て
市
の
条
例
を
改

正
す
る
と
い
う
形
か
ら
、

今
回
の
提
案
で
す
。
必
ず

し
も
改
正
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

全
員
賛
成
で
可
決

議
案
第
41
号全

員
賛
成
で
可
決

問
　
減
免
制
度
の
変
更
は
。

答
　
原
則
、
半
額
減
免
で

考
え
て
い
ま
す
。

問
　
公
共
施
設
使
用
料
の

税
負
担
割
合
と
同
じ
最
終

数
値
を
目
指
す
の
か
。

答
　
公
共
施
設
使
用
料
と

考
え
方
が
異
な
り
ま
す
が
、

受
益
者
負
担
の
原
則
に
従

い
１
０
０
％
を
目
指
し
て

い
ま
す
。
今
回
の
改
定
で

も
足
り
な
い
と
こ
ろ
は
、

指
定
管
理
者
の
努
力
等
に

よ
る
利
用
者
の
増
加
を
期

待
し
て
、
こ
の
状
態
で
進

め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問
　
平
日
・
土
日
利
用
料

金
の
差
額
化
は
。

答
　
今
ま
で
ど
お
り
平

日
・
土
日
同
一
料
金
と
し

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

反
対
討
論

　
利
用
者
の
負
担
増
と
な

り
、
条
例
目
的
に
反
す
る

の
で
は
と
の
考
え
か
ら
反

対
で
す
。賛

成
多
数
で
可
決

議
案
第
46
号全

員
賛
成
で
可
決

項
等
に
つ
い
て
所
要
の
改

正
を
行
う
と
の
説
明
が
あ

り
ま
し
た
。

問
　
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢

寡
婦
の
70
歳
以
上
の
対
象

者
の
定
義
を
わ
か
り
や
す

い
表
現
に
す
る
た
め
、
70

歳
に
達
す
る
日
の
翌
日
の

属
す
る
月
の
翌
月（
そ
の

日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と

き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る

月
）に
改
正
さ
れ
ま
す
が
、

そ
の
日
と
は
、
誕
生
日
の

こ
と
な
の
か
、
誕
生
日
の

翌
日
の
こ
と
な
の
か
。

答
　
そ
の
日
と
は
誕
生
日

の
翌
日
の
こ
と
で
す
。
例

え
ば
７
月
31
日
が
誕
生
日

で
あ
れ
ば
、
翌
日
が
８
月

１
日
と
な
り
、
初
日
で
あ

る
そ
の
日
の
属
す
る
月
は
、

８
月
と
な
り
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

議
案
第
45
号

　
湖
南
市
老
人
福
祉
医
療

費
助
成
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

全
員
賛
成
で
可
決

付託案件 ４件

総務
常任委員会

付託案件 ２件

産業経済
常任委員会

付託案件 ２件

福祉教育
常任委員会

議
案
第
42
号

問
　
固
定
資
産
税
の
証
明

と
、
課
税
台
帳
に
、
Ｄ
Ｖ

等
の
被
害
の
方
の
住
所
を

記
載
し
な
い
と
い
う
の
を
、

こ
こ
で
定
め
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
だ
が
、
今
ま
で
の

対
応
は
。

答
　
今
ま
で
は
登
記
所
で

書
か
れ
た
住
所
そ
の
ま
ま

で
記
載
を
し
て
お
り
ま
し

た
。

全
員
賛
成
で
可
決

湖南市議会だより 10

湖
南
市
議
会
だ
よ
り

委
員
会
報
告

※議案名は、4・5ページをご参照ください。


